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令和 8 年度定期総会 議案書 

 

 

公益社団法人 滋賀県臨床検査技師会 

開催日時 : 令和 8年 6月 5日（金）18:30～19：30 
会 場  : 草津市立市民交流センター キラリエ草津 5階 502号室 

（〒525-0032 滋賀県草津市大路二丁目 1番 35号 ℡：077-561-7700） 

令和 8 年度 定期総会次第 

一．司会者挨拶 

一．開会の辞 

一．議長選出 

一．議長挨拶 

一．総会役員選出 

  1．資格審査・議事運営委員 任命 

  2．書記 任命 

  3．議事録署名人 任命 

一．会長挨拶 

一．資格審査・議事運営報告 

一．議事 

第 1 号議案：令和 7 年度事業報告 

第 2 号議案：令和 7 年度決算報告 

第 3 号議案：令和 7 年度監査報告 

第 4 号議案：令和 8.9 年度理事選出について 

第 5 号議案：令和 8.9 年度監事選出について 

第 6 号議案：特定準備資金積み立てと基本財産取崩しにつ

いて 

第 7 号議案：第二大津合同庁舎の移転に伴う経費について 

一． その他 

一．閉会の辞 

（第 1 号議案）令和 7年度事業報告 

Ⅰ．総務部（事務局） 

1.  令和 7年度定期総会 

日時：令和 7年 6月 7日（金）18：30～19:30  

会場：草津市立市民交流センター キラリエ草津 4階 402号室 

出席者：593名（出席 28名、書面決議 253名 委任状出席 311名）総会員数：527名 

2.  定例理事会：全 12回開催（毎月） 参加：理事・監事 

3.  公益法人に関する申請等「令和 7年度事業・決算報告、監事更新申請、令和 8年度事業計画」 

その他、法人税等に関する対応など 

4.    会員慶弔に関すること 

5.    公文書の管理、国・県・市町各種事項・関連団体への対応 

 

Ⅱ．組織部 

1.  新入会員研修会 令和 7年 8月 30日（土）実施 

2.  厚生事業    令和 7年 10月は中止 
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3.  施設代表者会議 令和 8年 3月 7日（土）実施  

4.  会員管理（入退会・異動） 

5.  表彰に関すること 

6.  青年部研修会  令和 7年 9月 27日（土）実施 

7.  青年部会議 8回開催 

Ⅲ．渉外部 

・令和 7年度 賛助会員 25社 

・令和 7年度 会誌広告 5 社 

・第 48 回滋賀県医学検査学会 学会賛助金 6社 

・第 48 回滋賀県医学検査学会 講演集広告 13 社 

 

 

Ⅳ. 精度管理部 

・第 1回技師会精度管理委員会部会代表者会議 

・第 2回技師会精度管理委員会部会代表者会議 

・医師会精度管理委員会会議  年度は開催予定なし（必要時に開催） 

・令和 7年度滋賀県臨床検査精度管理事業報告会 

・精度管理事業業績記録   免疫化学部会 第 56回 滋賀県公衆衛生学会 

 ※ 各部詳細報告は、令和 7年度滋賀県臨床検査精度管理報告書を参照ください。 

 

 

Ⅴ. 公益活動部 

1. 内 容 大津健康フェスティバル 

開催日時 令和 7 年 10 月 19 日（日） 開催場所 明日都浜大津 

   

2. 内 容 ながはま健康フェスティバル 

開催日時 令和 7 年 11 月 2 日（日） 開催場所 長浜バイオ大学 

   

3. 内 容 検査と健康展 

開催日時 令和 7 年 11 月 9 日（日） 開催場所 フォレオ大津一里山 

参加者数 全（226 名） 内訳： 会員（12 名） 関連団体（0 名） 一般（214 名） 

       

4. 内 容 第 17回滋賀県がん医療フォーラム 

 開催日時 令和 8 年 2 月 23 日（月）    開催場所 栗東芸術文化会館さきら 

 

 

Ⅵ．広報部 

1.  会誌「滋臨技だより」の発行  年 4回発行（第 319号、第 320号、第 321号、第 322号） 

2. 「研修会予定表」の発行    年 4回発行（会誌と同時発行） 
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3.  ホームページによる広報活動 

4.  令和 7年度ホームページ委員会の開催 

     令和 8 年 2 月 12 日 Web にて開催し、運営報告および今後の取り組みについて協議 

 

Ⅶ. 学術部  

1.  学術部門長会議 2回開催  

2.  滋賀医学検査編集委員会 『滋賀医学検査』Vo.16 No.1発刊 

3.  第 48回滋賀県医学検査学会開催（第 2地区担当）令和 8年 2月 11日（日）クサツエストピアホテル 

4.  滋賀県感染症対策連携協議会 検査体制部会小委員会 研修会（2回開催） 

5.  学術部門研修会 30回開催、（Zoomによる Web研修会を含む） 

タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 

第 7 回実技講習会 

1. 開催日時：令和 7 年 10 月 26 日（日） 9:50～17:25 

2. 会  場：医療研修施設「ニプロ iMEP（アイメップ）」 

3. 参加者 ：57 名（滋賀県 37 名  他府県 20 名 ） 

4. 講  師：近江八幡市立総合医療センター  柴田まゆみ、達川 雅江、片山 初美、村中 恵美 

明和病院 外科          岡本 亮 

5. 実務員 ：14 名（広報担当含む） 

 

※ 事業報告詳細は HP にて確認願います。 
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（第 2 号議案）令和 7年度決算報告  
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（第 4 号議案）令和 8年、9 年度理事選出について 

選挙管理委員会より、令和 8 年・9 年度役員選出について定数を満たしている為、役員選挙規定第 30 条により 

令和 8 年・9 年度役員は信任されたと報告があった。信任された以下の役員の承認をお願いしたい。 

 

 

 氏名 施設名  

1 梅村
うめむら

 茂人
し げ と

 滋賀県立総合病院 重任 

2 足立
あ だ ち

 徹
とおる

 琵琶湖大橋病院 重任 

3 菅沼
すがぬま

 奈
な

穂子
ほ こ

 長浜赤十字病院 重任 

4 谷
たに

 和也
か ず や

 （株）メディック 重任 

5 三雲
み く も

 明弘
あきひろ

 甲南病院 重任 

6 藤村
ふじむら

 博和
ひろかず

 滋賀医科大学医学部附属病院 重任 

7 松田
ま つ だ

 哲
てる

明
あき

 大津赤十字病院 重任 

8 近澤
ちかざわ

 秀
ひで

己
み

 近江八幡市立総合医療センター 重任 

9 北
きた

 真知子
ま ち こ

 JCHO 滋賀病院 重任 

10 木下
きのした

 弥生
や よ い

 市立野洲病院 重任 

11 小川
お が わ

 秀
しゅう

一郎
いちろう

 長浜バイオ大学 重任 

12 山藤
やまふじ

 隆
たか

晃
あき

 市立大津市民病院 重任 

13 曽川
そ が わ

 知里
ち さ と

 公立甲賀病院 重任 

14 長谷川
は せ が わ

 大祐
だいすけ

 （株）ファルコバイオシステムズ 重任 

15 山崎
やまさき

 陽子
よ う こ

 淡海医療センター 新任 

16 笠井
か さ い

 晴生
は る お

 市立長浜病院 新任 

17 田邉
た な べ

 正喜
ま さ き

 彦根市立病院 新任 

18 三浦
み う ら

 和
かず

 済生会滋賀県病院 新任 
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（第 5 号議案）令和 8.9年度監事選出について 

阪口 博司監事の任期満了に伴い、理事会で検討しました結果、阪口 博司監事に継続して留任していただく 

ことに決まった。本総会での承認をお願いしたい。 

 

（第 6 号議案）特定準備資金に学会積立を新設、基本財産取崩しについて 

 特定準備資金に今後は、日臨技近畿支部学会の滋賀県担当の際の積み立ての新設と、令和 9 年 10 月にお

こなわれる、第 66 回近畿支部医学検査学会（滋賀県主幹）で使う資金に 300 万円を上限として、基本財

産からの取り崩しについてお願いしたい。尚、取り崩しは令和 9年度内におこなう予定とする。 

  

※参考：定款第 35条 

(基本財産)  

第 35 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、この法

人の基本財産とする。  

2  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもつて管理しなければなら

ず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじ

め理事会及び総会の承認を要する。 

 

（第 7 号議案）第二大津合同庁舎の賃借に伴う経費について 

 令和 9年度内に第二大津合同庁舎の医療拠点入居について。 

入居の経緯は一つの建物に様々な医療団体が入居することにより、他団体との交流や災害時の連携が迅

速におこなわれることを目的とする。毎月の賃料は月額で賃料 2070円／㎡＋共益費 500円／㎡＝2570円

になる。当会はシェアオフィスで申込んでおり、机 1台分とロッカー程度で約 2㎡になる。（共用の会議

室も使用可能）それでいくと月額 6000円前後と想定される。  

令和 9年度以降より 6000円×12か月＝72000円/年ほどの経費を計上する。 

尚、野洲の事務所はこれまで通りメインで使用し、第二大津合同庁舎は、激甚災害時や、平時は臨時の会

議室使用などを想定している。 

  

 

 

 

 

 

 

                                            以上 

 

 

 

 

 


